
令和４年度第７回東区協議会 

次 第 

日時：令和４年 11 月 28 日（月）午後１時 30 分から 

会場：東部保健福祉センター 健康教育室・集団指導室 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

（１）諮問事項について 

区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子について 

【区再編推進事業本部】 

（２）協議事項について 

浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及び解消のた

めの支援その他の対策に関する条例（案）のパブリック・コメントの実施について 

【環境政策課】 

（３）地域課題について 

４ 連絡事項 

（１）第１回推薦会の報告 

（２）各課からの連絡 

（３）次回以降の開催予定 

12 月の開催予定 令和４年 12 月 21 日（水）午後１時 30 分から 

会場：東区役所 ３階 31・32 会議室 

１月の開催予定 令和５年１月  日（ ）午後１時 30 分から 

会場：東区役所 ３階 31・32 会議室 

５ 委員からの発信 

６ 閉会 





 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名 
 区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子に 

ついて 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇背景及び経緯 

 区再編については、令和 2年 9月に市議会において区再編

は必要との結論に至り、市議会特別委員会（以下、特別委員

会）において、具体的な再編案に関する協議が進められた。

協議の進捗に応じ、各区協議会、各区自治会連合会におい

て、以下のとおり協議の主な経緯について説明を行った。 

 ・令和 2年 10 月～11 月 

 ・令和 3年 4月 

 ・令和 3年 9～10 月 

 ・令和 4年 1月～2月 

いただいたご意見を踏まえ、令和 4年 5月の特別委員会に

おいて、区再編（案）が決定した。 

 区再編（案）決定を受け、行政区画等審議会に区再編にお

ける区域と区の名称について諮問し、中区・東区・西区・南

区・北区（三方原地区）、北区（三方原地区以外）・浜北区、

天竜区の 3区への再編及び区の名称を中央区・浜名区・天竜

区とする答申がなされている。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

〇区再編時の組織（案）について 

 1 市民サービス・組織 

 2 施行日 

〇区及び区協議会の設置等に関する条例改正の骨子（案）に

ついて 

 1 区の設置 

 2 区協議会の設置 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

答申を得たい時期：令和 4年 12 月末日 

（令和 5年 2月に区設置等条例議決を予定） 

担当課 
区再編推進 

事業本部 
担当者 川西 亜紀子 電話 457-2123 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 

浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環境の発生の防止及

び解消のための支援その他の対策に関する条例（案）のパブリック・コ

メントの実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇背景 

・人が居住する建物においてごみなどの物が堆積し、いわゆ

る「ごみ屋敷」となることで周辺の生活環境に悪影響を及

ぼす事例がある。現状で法制度が整備されていないため、

社会課題となっている。 

〇経緯 

・8月の区協議会において、条例を検討中であることを説明

し、委員から意見をうかがった。 

・9月に浜松市として「ごみ屋敷」に関する条例を制定する

方針を決定し、「浜松市住居等における物の堆積等による

不良な生活環境の発生の防止及び解消のための支援その

他の対策に関する条例（案）」を作成した。 

・8月の区協議会において「支援を基本とする条例にしてほ

しい」、「罰則を定めた条例としてほしい」等の意見があっ

たことをふまえ条例案を作成した。なお、「樹木の繁茂を

条例対象に加えてほしい」という意見もあったが、現状の

他の法制度等を考慮して条例案には含んでいない。 

対象の区協議会 全ての区の協議会 

内  容 

市の条例案について意見を伺う。特に、以下の項目につい

ては、重点的に意見をいただきたい。 

 (1)条例の対象となる「不良な生活環境」の範囲（第2条）

 (2)市民の責務（第5条） 

 (3)報告、立入調査等の内容（第8条～第10条） 

 (4)指導・勧告・命令・行政代執行（第11条～第13条） 

・区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの意

見として取り扱う。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

・意見募集期間 ：令和４年 11月 18 日(金) 

～令和４年 12月 19 日(月) 

・市の考え方公表：令和５年２月予定 

・条例施行   ：令和５年 7月以降 

担当課 環境政策課 担当者 辻 昌孝 電話 453-6146 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。
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令和４年度 第４回東区協議会地域防災委員会 活動報告 

 開 催 日 令和４年１０月２７日（木） 午前９時３０分～午前１１時１０分 

 開催場所 浜松市東区役所 ３階 ３３会議室 

出 席 者 委員長：小野敏彦、委員：神谷幹生、河合洋子、小池太江子、杉本ともえ、 

鈴木三雄、鈴木祐一、眞嶋理恵（敬称略・委員長以降五十音順）

事 務 局 渡邊真、長谷川光洋 

１ 議事 

 （１）「避難所・緊急避難場所でのコロナ対応について」 

・新型コロナウイルス感染症とは 

・避難所、緊急避難場所で起こりうる混乱とその対策 など 

 （２）その他 

  （内容） 

   【研修動画の視聴】 

    ・新型コロナウイルス感染症とは 

（感染のメカニズム、感染対策について） 

    ・避難所で起こりうる混乱とその対策について 

     （トリアージ・ゾーニング、避難者への対応） 

  （委員からの意見） 

    ・避難所における新型コロナウイルス対策について確認することができた。 

・トリアージ（選別）のための最初の受付、その後一般避難者の受付と風邪症状の

ある避難者の受付など、多くの人員が必要になることがわかった。 

・専門知識がない者が受付でトリアージするのは困難だと感じた。トリアージの時

点で医療関係者に関わってもらいたい。 

    ・今回の研修動画で、じっさいに発災後の避難所運営には人員が必要で、地区防災

班員だけでは足りないことがわかった。 

・「避難所は、避難者の自主運営を原則とする」ことになっているが、自主防災隊や

自治会など地域住民による避難所運営を可能にするためには、普段から防災への

意識付けや訓練をすることが重要だと感じた。 

・災害時に協力を得られる看護師や医師等の地域の人材を活用したいが、地域にど

んな人材がいるのかわからない。人材の確保や発掘について市にも協力してもら

いたい。 

・避難所開設と運用の重要性について地域への周知をしてもらいたい。 

２ 次回開催予定について 

 ■第５回地域防災委員会 

  日時 令和４年１２月２１日（水） 午前１０時から 

  会場 東区役所 ３階 ３３会議室 

 内容 ９月２３日台風第１５号について 



令和４年度第３回東区協議会 地域福祉委員会 活動報告 

日 時 令和４年 11 月４日（金）9：30～11:00 

会 場 東区役所 31 会議室 

出席者 石津 幸子、河合 よしの、清水 猶、鈴木 康弘、宮下 まゆみ、村松 信子 

（50音順・敬称略） 

鈴木 誠隆 社会福祉課長、青野 守弘 長寿保険課長、枝村 賢美 健康づくり課長 

事務局 知久 正幸（東区区振興課） 

（１）テーマ「地域の支えあい・つながりづくり」～移動スーパーについて～ 

    ①株式会社遠鉄ストア 

      販売促進部移動販売推進課 鎌倉 満資 様、木下 晴夫 様 

      【講話】 

      ○移動スーパー事業の目的は、買物困難者の支援と見守り、地域スーパーと

しての役割、高齢化社会への対応の３点。 

      ・東区内は笠井店を拠点に、北は浜北大橋から南の天竜川橋まで、西は遠州

鉄道線路から東の天竜川までを販売エリアとしている。 

      ・自宅前での買い物が可能、週に２回訪問するので買いだめの必要はない。 

      ・訪問しての販売のため、商品 1点につき店舗価格プラス１０円で販売。 

      ・支払いは現金のみで、えんてつポイントの付与や利用はできない。 

      ・浜松市あんしんネットワークにより独居老人の見守りをしている。 

      ・遠鉄ストアは個人を対象にしているが、杏林堂は自治会を窓口にしている。

駐車場は２台分が欲しい。個人宅へ訪問するが、近隣の方も購入していただ

きたい。 

・杏林堂スーパー「とくし丸」とは、販売する商品の得手不得手があり競合

はしていない。訪問日を調整するなどの協力は可能と考えている。 

      【質疑応答】 

      ・エリア外への販売は可能か。 

       →販売パートナーが確保できれば、販売エリアを拡大していく。 

      ・東区では、地域の見守りのため東区安心ネットワークが組織されており新

聞店等が加盟している。月 1回の頻度で会議を開催し地域コミュニティづ

くりについて話をしているので出席を検討していただきたい。 

      ・臨時でエリア外へ販売することは可能か。 

       →販売パートナー次第ではあるが対応は難しい。 

      ・販売パートナーの採用条件は。 

       →５年間続けられることを条件としているため概ね６０代。トラックは遠

鉄ストアとのリース契約を締結していただく。 

     ②株式会社杏林堂薬局  

買物支援事業 課長 中村 謙吾 様 



【講話】 

○杏林堂薬局では、健康セミナーや運動教室など高齢者を対象とした各種イベ

ントを開催している。気軽に相談・申込していただきたい。 

・移動スーパーへの入会登録、年会費はなし。商品 1 点につき店舗価格プラス

１０円で販売。 

・会計は現金でお願いをしているが、杏林堂商品券、おむつ券など使用が可能。

但し、おむつ券はおつりが出ない。 

・事前注文により第２類、第３類医薬品や酒類の販売もしている。 

・宅配サービスのカタログを配布している。事前に掲載商品を確認して、欲し

い商品を注文することができる。 

【質疑応答】 

      ・移動スーパーが地域に来た際に、以前はスピーカーで音楽を流していたと思

うが最近は聞かないが止めたのか。 

       →苦情が寄せられることがあるため止めるケースがある。地域の方と相談し

て流すようにしている。 

      ・中田町の個人宅は対象外か。 

→エリア外でもドライバーと相談し対応が可能な場合がある。 

      ・折り込みチラシで安くなっている商品を購入できるのか。 

→移動スーパーは折り込みチラシの対象ではないので、通常価格での販売と

なる。 

・移動スーパーを待っている間に、民生委員が椅子を用意する地域がある。地

域によりどのような対応をしているか 

→自治会や近隣の住民が行っていると聞いている。 

・販売車両は、個人で購入またはリースを選択できる。 

（２）今後の予定について 

第４回地域福祉委員会委員会 

    日時：１月（詳細は未定） 

    場所：未定 

内容：未定 



令和４年度第１回東区協議会推薦会推薦会の報告について 

実施日時：令和４年 10月 28 日（金）13：25～14：02 

会場：東区役所 ３階 33 会議室 

出席委員（50 音順）     出席職員 

委員氏名  職員氏名 補職名等 

石津 幸子 藤田 晴康 東区長 

河合 洋子 佐藤 宏明 東区副区長、東区・区振興課 課長 

小池 太江子 岡﨑 紳一郎 東区・区振興課 課長補佐 

鈴木 祐一 本間 秀太郎 東区調整官 

村松 信子 知久 正幸 東区・区振興課 グループ長 

  馬渕 有希 東区・区振興課 

1. 推薦会会長・職務代理 

推薦会の会長を推薦による互選で選任し、職務代理を会長からの指名で選任した。

会長 職務代理 

河合 洋子 小池 太江子 

2. 推薦会の公開／非公開 

公募委員の選考基準や個人情報を取り扱う秘匿性の高い議事となるため、これ以降を非公開と

した。 

第 1回（10/28） 第 2 回（1/11） 

一部公開 非公開 

3. 公募委員選考要領の決定 

公募委員の定数、公募の方法は次のとおりとした。 

公募委員の定数 公募の方法 

2 人 
広報はままつ 12 月号・市ホームページに掲載（別紙参照） 

区振興課・区内協働センターに募集要項を配架 

4. 公募委員募集要項の決定 

募集期間、申込方法、小論文のテーマは次のとおりとした。 

募集期間 12 月 1 日（木）～12 月 26 日（月） 

申込方法 
持参、郵送、Eメールのいずれかにより 

応募申込書と小論文を区振興課に提出 

小論文のテーマ 
東区の福祉、防災、交通安全について考えていること

（いずれかひとつを選び作成） 



別紙１ 「広報はままつ 12 月号」掲載予定内容（R04.11.11 現在） 

令和４年 12 月８日ごろ配布完了予定 



別紙２ 「市ホームページ（東区のページ）」掲載予定内容 

第７回東区協議会終了後に公開予定 
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令和４年 11 月７日 浜松市 市民部 市民協働・地域政策課 

地域政策グループ  

℡ 053-457-2094 担当：鈴木（康）・小久保
報 道 発 表

区協議会の開催日程（11 月）について

市民協働で築く「未来へかがやく創造都市・浜松」

区協議会が、次のとおり開催されます。

＊傍聴の申し込みは、各区役所区振興課へお問い合わせください。

＊傍聴される場合は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、下記の点にご協力くださ

い。なお、発熱等の風邪症状のある方は、傍聴をご遠慮くださいますようお願いします。

  ・マスクの着用

  ・手指消毒液の使用（傍聴者受付に用意しております。）

協議会名 回数 日 時 場 所 傍聴定員 問合先

中区
協議会

第9回
11月21日
（月）
14：00～

市役所本館8階
全員協議会室

・

・

・

（諮問）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条
例改正の骨子について
（協議）浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環
境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する
条例（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
（先着順）

中区役所
区振興課

TEL:457-2210

東区
協議会

第7回
11月28日
（月）
13：30～

東部保健福祉
センター

健康教育室・集団
指導室

・

・

・

（諮問）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条
例改正の骨子について
（協議）浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環
境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する
条例（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

東区役所
区振興課

TEL:424-0115

西区
協議会

第8回
11月16日
（水）
13：30～

舞阪協働センター
1階ホール

・

・

・

（諮問）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条
例改正の骨子について
（協議）浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環
境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する
条例（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

西区役所
区振興課

TEL:597-1112

南区
協議会

第7回
11月25日
（金）
13：30～

南区役所
3階大会議室

・

・

・

・

（諮問）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条
例改正の骨子について
（協議）浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環
境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する
条例（案）のパブリック・コメントの実施について
（報告）江之島ビーチコートの土壌調査の分析調査について（結
果速報）
その他

5人程度
(先着順)

南区役所
区振興課

TEL:425-1120

北区
協議会

第8回
11月24日
（木）
10：00～

北区役所
3階31・32会議室

・

・

・
・

（諮問）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条
例改正の骨子について
（協議）浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環
境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する
条例（案）のパブリック・コメントの実施について
（協議）令和４年度地域力向上事業（助成事業）の提案について
その他

5人程度
(先着順)

北区役所
区振興課

TEL:523-1168

浜北区
協議会

第8回
11月24日
（木）
13：30～

浜北区役所
3階大会議室

・

・

・

（諮問）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条
例改正の骨子について
（協議）浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環
境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する
条例（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

10人程度
(先着順)

浜北区役所
区振興課

TEL:585-1141

天竜区
協議会

第8回
11月29日
（火）
14：00～

天竜区役所
2階21・22会議室

・

・

・

（諮問）区再編時の組織・区及び区協議会の設置等に関する条
例改正の骨子について
（協議）浜松市住居等における物の堆積等による不良な生活環
境の発生の防止及び解消のための支援その他の対策に関する
条例（案）のパブリック・コメントの実施について
その他

5人程度
(先着順)

天竜区役所
区振興課

TEL:922-0013


